
ライフジャケット着用時は

生存率が２倍強
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過去５年の漁船操業中の人身事故（76件）のうち

約５割は負傷事故、約４割は海中転落

巻上げロープ・網に手を
挟まれ、手・腕を負傷
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ウォーターセーフティガイド→

愛知・三重
過去５年
（H28-R2）

ライフジャケットを着用していない
作業に没頭し、見張りをしていない

漁網の繰り出しの際に網
に足が絡まれ海中転落

危険

危険

第四管区海上保安本部管内（愛知県・三重
県内の沿岸域）における漁船操業中の人身
事故（病気を除く）

過去５年の漁船の船舶事故（116件）

のうち３割強は衝突事故
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第四管区海上保安本部管内（愛知県・三重県内の沿岸
域）における漁船の船舶事故

海中転落
33人（41％）

負傷
36人（49％）

溺水
10%

約９割が見張り不十分

が原因によるもの
愛知・三重
過去５年
（H28-R2）

ライフジャケットの着用
見張りの実施は法令※

で義務化されています。
※船舶職員及び小型船舶操縦者法、
同施行規則


